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財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会 

情 報 公 開 資 料 の 閲 覧 等 に 関 す る 規 程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会（以下「共済会」とい 

う。）の情報公開を適切かつ円滑に行うため、閲覧手続き方法等を定めることを目的とす 
る。 

（管理） 
第２条 共済会の情報に関する事務等については、事務局長が統括管理する。 
（閲覧に供すべき資料及び備え置き） 
第３条 閲覧に供すべき資料は次のとおりとする。 

（１） 寄附行為及び施行細則 
（２） 役員及び評議員の名簿 
（３） 事業報告書 
（４） 貸借対照表 
（５） 正味財産増減計算書 
（６） 財産目録 
（７） 事業計画書 
（８） 収支予算書 

２ 前項の資料のうち（３）（４）（５）（６）については、当該事業年度終了後３ヶ月以内 
に備え、５年間備え置くものとし、（７）及び（８）については、当該事業年度開始３ヶ 
月以内に備え次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くものとする。 

（閲覧の申請の方法及び閲覧の実施等） 
第４条 第３条に定めた資料の閲覧を希望する者は、「閲覧申込書」に記入のうえ、申込む 

ものとする。 
２ 第３条第１項に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公開の 

対象を第３条第１項に掲げる資料に限定している旨を説明する。 
３ 第３条第１項に掲げる資料の内容等に関して説明を求められた場合には、事務局長の 

指定する職員がこれを担当する。 
（閲覧時間及び場所） 
第５条 閲覧時間は、共済会の休日以外の日の午前１０時から午前１１時３０分及び午後 

１時から午後３時までとし、閲覧場所は、共済会事務所とする。 
（資料の複写） 
第６条 資料の複写を希望する場合は、その経費実費の支払いを要するものとする。 
（規程の改廃） 
第７条 この規程の改廃は、共済会理事長が決定する。 
 
附則 

この規程は、平成１４年 ６月 １日から施行する。 
 


